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はじめに 一 水害にあってしまったら

このたびの被災に際し、 心からお見舞い申し上げます。

この冊子では、過去の水害で被災した方々の経験から、水害にあっ

た方がしなくてはならないことをまとめました。

残念ながら、 一度水害にあってしまうと元の生活を取り戻すには

しばらく時間がかかります。 かたづけや様々な手続きなどが続きま

すが、 あなたやご家族の心身の疲れが大きくならないように、 ゆっ

くりと、無理のないペ ー スで進めましょう。

被災地には、家のかたづけを手伝うボランティアや、避難所での

生活を支えてくれるNPO、お金や家の相談にのってくれる弁護士

など多くの人が駆けつけ、元の生活に戻る力になってくれます。 また、

被災された方を支える公的制度も多数あります。

こんなときは、遠慮なく周りに助けを求め、他の人の力を借りて

もよいのです。 がんばりすぎず、 あきらめないで、 少しずつ生活を

取り戻しましょう。

2017年3月

震災がつなぐ全国ネットワ ー ク

※私たち「震災がつなぐ全国ネットワーク」は、阪神・淡路大震災(1995)以降、数

々の被災地で支援活動を行ってきた43団体(2021年10月現在）のNPOやボラン

ティア団体からなるネットワ ー ク組織です。
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●市町村職員や応援の自治体職員が損害程度を判定する調査に訪れます。
●水害の場合、泥流など建物に外からの力が作用して損傷している場合は、第１
次調査が行われますが、内水氾濫など、外からの力による建物の損傷がない
場合や、戸建ての１～２階建て以外の建物の場合は、第２次調査から行われ
ます。
●第１次調査は、外からの目視で損傷や浸水深(浸水の深さ)を確認し、一定の
基準のもと損害割合を算定します。

●第２次調査は、目視に加えて住家の傾きや柱、外壁、内壁、床、基礎など、家の
部位ごとの損傷率を確認し、一定の基準のもと損害割合を算定します。

●第１次調査の判定に疑問がある場合には、第２次調査を申請することができ
ます。また、第２次調査の判定に疑問がある場合には、再調査を依頼すること
ができます。
●算出された損害割合（P11上表）によって判定がなされ、被害認定となります。
【参考】http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r203kaitei.pdf

住家被害認定の調査を受ける

●市役所・町役場に自宅が浸水したことを申し出て(申請して)、罹災証明書を発
行してもらいます。罹災証明書とは住家(人が住むための建物)が被災した場
合に、その被害程度を公的に証明するものです。

●被害を申し出ると、市町村職員による被害調査が行われ、後日、罹災証明書が
発行されます。

●大規模な水害では申し出がなくとも全戸調査が行われることがあります。
●罹災証明書の発行までには数週間から１か月以上かかることもあります。
●罹災証明書に書かれた被害認定に応じ、被災者生活再建支援金が支給され
ることがあります。また、義援金の配分や、税、保険料、公共料金などの減免が
受けられる場合があります。災害救助法に基づく応急仮設住宅への入居や、
住宅の応急修理制度が使える場合もあります。

●被害認定の判定に不服や疑問がある場合には再調査の申請ができます。写真
や動画などで被災状況を記録しておくことも重要です。
●納屋や車庫などの非住家(住居ではない建物)の損害に対しては被災証明書
が発行されることもあります。

罹災証明書の発行を申請する
り  さい

ひ  さい



条件  水流や漂流物などにより
一定程度の損傷がある場合
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床上180cm以上
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　　100cm以上

床上 100cm未満
50cm以上

床上50cm未満

床上100cm以上

床の高さまで堆積

準半壊に至らない
(一部損壊)

住宅の基礎

土砂崩れなどで、住家お
よび周辺に一様に土砂な
どが堆積した場合の基準

基礎の天端下
25cmまでの全
ての部分に堆積

てんば

河川の氾濫などで
浸水した場合の基準

←天端

※状況や家屋によって異なる場合もあるため、目安として参照してください。

●実際の被害認定は、外観の他に、家の傾き、浸水の深さ、柱や床といった家屋
の部位ごとの損害割合など、一定の基準のもとに行われます。
●被害認定調査についての詳細は、内閣府のWebサイト上のページ「災害にか
かる住家の被害認定基準運用指針」に掲載されています。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r303shishin_3.pdf
http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r305sonsho_2.pdf
http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r303shishin_kaitei.pdf（2021年3月改定）

被害認定の目安（木造の戸建住宅の場合）

半壊

※木造・プレハブ住家の場合

※あくまで目安です



条件  水流や漂流物などにより一定程度の損傷がない場合

50%以上 全壊
40%以上50%未満 大規模半壊
30%以上40%未満 中規模半壊
20%以上30%未満 半壊
10%以上20%未満 準半壊

10%未満 準半壊に至らない
 （一部損壊）

住家の損害割合 被害区分 木造・プレハブ住家の部位別構成比
部位名称 構成比
屋根 15%
柱(又は耐力壁) 15%
床(階段を含む) 10%
内壁 10%
外壁 10%
天井 5%
建具(窓、戸、障子など) 15%
基礎 10%
設備(システムキッチン、便器など) 10%

部位ごとの損傷率に、部位別構成比を乗じて算出します。

部位の損傷率 × 部位別構成比 = 部位別損害割合
床の損傷程度50％ × 10％ = 5％
 建具の損傷程度75％ × 10％ = 7.5％

これら部位ごとの割合の合計 → 被害区分
5％+7.5％=12.5％ → 10％以上 → 「準半壊」

計
算
例

基礎支援金 加算支援金 計
(住宅の被害程度) （住宅の再建方法）

③長期避難*
100万円

建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃貸（公営住宅を除く) 50万円 150万円

④大規模半壊 50万円
建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円
賃貸（公営住宅を除く) 50万円 100万円

⑤中規模半壊 －
建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
賃貸（公営住宅を除く) 25万円 25万円
※世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の３/４の額）

①全壊
②解体*

※あくまで目安です

 （2021年３月現在）被災した時に受けられる支援制度を活用する
　罹災証明書が発行されると、被害認定に応じて以下のような支援を受けられ
る可能性があります。詳しくは市町村に確認しましょう。

被災者生活再建支援金 （被災者生活再建支援法が適用された場合）

②解体：住宅が半壊以上の判定、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
③長期避難：災害による危険な状態が継続し、居住できない状態が長期間継続している世帯



●住宅が準半壊以上に被害認定され、修理期間（発災から６ヵ月間以内）以外は
仮設住宅を利用しない場合、１世帯あたり59万5千円（準半壊は30万円）を限
度に修理の補助が受けられます。（2021年3月現在）※全壊の場合、原則対象外
ですが、応急修理を実施することで居住が可能になる場合は対象になります。
●自宅の屋根、居室、台所、トイレなど日常生活に必要な最小限度の部分の応急
修理の補助が受けられます。

●業者に費用を支払う前に市町村に申請します。制度対象になる業者か、事前
に確認しましょう。工事費用は市町村が直接業者に支払います。
●準半壊・半壊の場合は、自らの資力で応急修理をすることができないことを申
請する必要があります。

●賃貸住宅の場合は、まず家主（大家さん）に相談しましょう。

住宅の応急修理制度 （災害救助法が適用された場合）

●都道府県や市町村が被災世帯への独自の支援金を交付することがあります。

義援金 （全国からの寄付の配分）

●義援金が集まった場合、自治体を通じて被災者や被災世帯などに配分され、
現金(振込)で支払われます。

●配分が決まるまで数ヵ月を要するため、災害直後に配分額はわかりません。

都道府県や市町村独自の支援金

●災害により死亡した方のご遺族に対し「災害弔慰金」が、災害により精神また
は身体に著しい障害を受けた方に「災害障害見舞金」が支払われます。
●災害で直接亡くなった場合だけでなく、その後災害の影響で亡くなった「災害
関連死」の場合も支払われます。

●災害弔慰金は最大500万円(生計維持者以外の死亡の場合250万円)、災害
障害見舞金は最大250万円(生計維持者以外の場合125万円)です。

災害弔慰金・災害障害見舞金



















※床下収納や点検口がない場合、工務店などに依頼して点検口を増設しても

らうことをお勧めします。２～３万円ほどかかりますが、放置をするよりも

はるかに家を傷めずに済みますので、できる限り床下を確認するようにしま

しょう。





















※(　)内の所属は初版発行当時

内閣府（防災担当）　災害に係る住家の被害認定基準運用指針（2021.3）

永野　海　（中央法律事務所　弁護士）　※第6版より
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この手引き「水害にあったときに」には最初に必要な手続きや作業を

簡単に説明した「チラシ版」もあります。 下記のホ ー ムペ ー ジ、 または

連絡先までお問い合わせください。

蜃
作成：震災がつなぐ全国ネットワーク

（認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード内）
461-0001 名古屋市東区泉1-13-34名建協2階
TEL.052-253-7550 FAX.052-253-7552

震つな公式アドレス office@shintsuna.org

震つなブログ http:/ /blog.canpan.info/ shintsuna/

※本手引きは日本財団活動助成によって作成されました。

Supported by 
t-J曰本THE NIPPON

- �  回FOUNDATION

第6版 発行：2021年7月
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